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１　�「TOPPA!!!TOPPAN」の�
名のもとに

　現在、多くの日本企業が、急速な外部環境の
変化に合わせて、さまざまな事業変革を試みて
いる。もちろん今までも外部環境は常に変化し
続けてきたわけだが、印刷産業という、デジタ
ル化の進展にダイレクトに影響を受ける産業に
身を置いてきたせいか、近年、変化の速度がさ
らに上がっているように感じている。当社は

「TOPPA!!!TOPPAN」というキャッチコピーの
もと、従来の印刷業から DX（デジタルサービ

スの提供）、SX（環境配慮商材の販売）を主体と
した事業体に変革すべく、M&A やスタート
アップ投資、他社との連携や協業等も含めてさ
まざまなアクションを取っている。またそれに
伴い、事業の分離、売却、撤退案件も増加して
おり、会社の転換期における法務部門の役割と
いうのは、質・量ともに非常に大きいものにな
るということを日々実感している。
　グローバル化も当社にとっては引き続き重要
な課題であり、私の入社した25年前には３％で
あった海外売上比率が、毎年のように複数の
M&A を実行し続けることで、現在は30% に届
こうとしている。進出国も大幅に増加し、それ
に伴い、法的な課題は増加・複雑化してきた。
　当社の法務部門は、現在総勢70名強だが、約

２万５千社に及ぶ日本中、津々浦々の
顧客（自治体や企業）に商品・サービ
スを提供していることから、本社と３
つの事業部、そして、日本各地の主要
エリアの事業所（６か所）にも法務駐
在員を置いているのが特徴である。本
社が、株主総会やコンプライアンスと
いった会社・グループ全体にかかる案
件対応と、大型の M&A やグループ
再編、スタートアップ投資等の役割を
担う一方で、各事業部、エリアの法務
担当者は、所属する組織の事業に関連
する法務課題に主に対応する体制を

取っている。また、海外の２拠点にも法務駐在
員を置いており、北米と ASEAN で、それぞ
れ本社と各地域の現地法人との連携や当該地域
への進出案件、M&A や PMI の対応を担って
いる。

２　どうする新規事業

　そのような中で悩ましい課題は、新規事業へ
の法務対応だ。新規事業の立ち上げは、本社の
課題であると同時に、各事業部・エリアの課題
でもある。たとえば九州の事業部でもスタート
アップとの協業案件があったり、事業部から技
術ベンチャーの買収提案があったり、また、今
まで取り組んだことのない分野、たとえば感染
症の検査キットの製造や、アバターを使った
サービスの開始がエリア事業部の中で検討され
ているといった事例がある。
　問題は、従来のように本社（または事業部）

が先に情報を収集・整理し、（他の）事業部・
エリアに発信するといった一方的な情報提供で
は間に合わない状況が頻発していることである。
新規事業の萌芽が多く発生するのは歓迎すべき
ことだが、未経験の分野、事業における法務対
応は、検討すべき事項が多く、リスクが高いた
め、本来は高い経験値を要する。ただ、他社に
先駆けるスピードも非常に重要で、対応できる
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人材の育成・拡充も急務ではあるが、なかなか
思い通りにいかない状況もあるのが正直なとこ
ろである。

３　いくつかの Tips

　解決策に特効薬のようなものはないが、でき
ることはいくつかあると考えている。①法務部
門内の誰もが情報発信者になりうる場やプラッ
トフォームを作り、内部のノウハウ共有を加速
させること、②情報共有の量・質をともに上げ
ること、そして、③外部専門家や書籍といった
外部リソースへのアクセスを向上させることで
ある。①②は、要はナレッジマネジメントの強
化ということだが、これはコロナ禍で在宅勤務
が常態化した今日、従来よりもさらに重要性を
増していると感じている。
　すでに各社でも取り組まれていることとは思
うが、当社が現在取り組んでいることをいくつ
か紹介する。当社はスタートアップとの資本業
務提携に数年前から注力しており、出資先の
ポートフォリオは60社を超える。この出資に関
する法務実務は、かなり専門性が高い上に、相
手方はスピード感と臨機応変さが特徴というと
ころもあり、非常に短時間での法務デューディ
リジェンスや各種の契約交渉等の対応が求めら
れる。本社で蓄積した対応ノウハウを全社に展
開すべく、法務部員であればアクセスできるイ
ントラネット上に、契約雛形やチェックリスト、
動画の教育コンテンツ等とともに、全案件の
DB を作り、各案件の経緯や特徴、契約書の内
容等を整理して格納・共有している。スタート
アップの特徴や株主の状況等、似た事例を探し
て参考にすることで、案件対応の高度化、迅速
化と担当者の早期育成が可能になると考えてい
る。
　また、法務相談への対応は、法務業務の重要
な一部と認識している会社が多いかと思うが、
この記録を随時アップデートし、アクセシブル
にしておくことも、基本的なことではあるが重

要である。当社では各事業所でフォーマットや
媒体もバラバラに管理されていた記録を統合し、
こちらもイントラネット上で、誰もが入力・検
索・閲覧できるようにした。また、弁護士への
相談や、官公庁に問い合わせ等を行った時には
必ずこの DB に入力することを義務づけている。
　さらに、新しい分野の事業に進出するために
は、その分野の規制法や業界の慣行等に精通し
た外部専門家を見つけることが望ましい。従来
から契約している顧問法律事務所や、大手の総
合法律事務所だけでなく、特定の分野に特化し
たブティックファームとも、場合によっては連
携したい。また、海外においては、新たに進出
する国・地域、買収した企業の所在地の、法律
専門家を開拓することは必須でもある。そこで
本社で作成してあまり活用されていなかった弁
護士事務所の DB を更新し、海外駐在員や法務
駐在員がそれぞれ作っていたものと統合し、こ
ちらも誰もが入力・閲覧できるようにするとと
もに、地域ごと、分野ごとに検索可能にし、案
件対応時の評価等も入力するようにしながら、
今まで活用した事務所、今後活用する可能性の
ある事務所も含め、大幅に拡充している。

４　次世代のメンバーへ

　社内の DB の構築は地道な作業で、一度構築
しても活用され、継続して更新されないと意味
がない。まだまだあるべき姿にはほど遠く、道
半ばではあるが、試行錯誤をしながら、法務知
識の共有による組織の強化につながっていけば
と思っている。また、現在の各種 DB は日本語
のみであり、日本国内のメンバーによる情報共
有が主目的にはなっているが、将来的にはこれ
をグローバルに拡張し、各地域の法務責任者・
担当者ともナレッジを共有できる仕組み作りを、
次世代のメンバーには考えてもらいたいと思っ
ている。


